
令和８年度 和歌山県修学資金給付受給者募集要項 
 

獣医学を専攻し、将来、和歌山県の獣医師職員として家畜衛生の向上等のために勤

務することを志す大学生を支援する獣医師修学資金の受給希望者の募集について、

公益社団法人和歌山県獣医師会獣医師養成確保修学資金給付事業実施規程細則並び

に獣医師確保修学資金等給付事業実施要領（令和７年７月３１日和歌山県施行、以下

「要領」という。）に基づき下記のとおり実施します。 

 

１ 修学資金受給希望者の募集 

（１）応募対象者 大学の獣医学を専攻とする課程に在学する３年生～６年生 

       和歌山県農林水産部獣医師職員として就職することを希望する 

もの 

（２）募集人数  ３名程度  

（３）修学資金の給付額 

        ・国公立大学に在籍している場合 月額１０万円 

        ・私立大学に在籍している場合  月額１８万円 

 

（４）給付期間  修学資金の給付が決定した年度の４月分（遡り給付）から         

大学を卒業する年度の３月分まで 

          但し、正規の修学期間の終了する月分まで 

 

（５）募集期間  令和８年度内 

ただし定員に達し次第、募集を締め切ります 

 

（６）応募手続   募集期間内に、次の書類を「公益社団法人和歌山県獣医師会 

  事務局」あてに郵送（書留又は簡易書留郵便）すること 

    【提出書類】 

➀ 獣医師確保修学資金給付申請書 

➁ 学長又は学部長の推薦書 

➂ 健康診断書  

④ 戸籍謄本  

⑤ 令和７年度の学業成績証明書 

⑥ 獣医学生の父若しくは母又はこれらに代わって家計を支えてい 

る者（主たる家計支持者１人）の収入を証明する書類 

（市町村長が発行する前年度分の所得証明書又は源泉徴収票の 

写し） 

➆ 面接準備書 

※➀～➂及び⑦の様式は当獣医師会 HP からダウンロード出来ます。  



   【郵送先】 

〒６４０－８２６８  和歌山市広道２０番地 第１田中ビル２０１号 

                       公益社団法人和歌山県獣医師会事務局 

 

   【注意事項】 

・すべての書類を１つの封筒に入れ、封筒前面に「和歌山県修学資金給付  

関係書類」と明記してください。 

     ・提出された書類は返還いたしません。 

    ・書類到着後、応募者に直接電話で確認などを行う場合があります。 

 

 

 ２ 給付対象者（受給者）の選考 

    修学資金の給付対象者の選考は、書類審査により行います。 

（選考基準を満たさない場合は、給付対象から外れます） 

    ＷＥＢ面接を行う場合もあります。面接試験の日程と場所（WEB 可）につい 

   ては、応募者に直接連絡します。  

受給者の選考は随時行い、選考結果については、申請者全員に通知します。 

 

  

 ３ 修学資金給付決定後の手続き 

    給付決定後、公益社団法人和歌山県獣医師会と修学資金給付に係る契約を 

締結します。 

 契約時の連帯保証人の２名が必要です。うち１名は原則として父母、もう１ 

名は申請者と家計を別にする方としてください。 

    手続き内容の詳細は、給付の決定通知時に通知します。 

 

 

 ４ 給付金の返還について 

    原則、給付金は返還の必要はありません。 

但し、獣医師奨学金等返済支援給付事業実施細則５に規定する要件を満た

さない場合は、返還が必要となります。 

                 

  


